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第 6章　介護保険制度の公正・円滑な運営

第６章　介護保険制度の公正・円滑な運営

Ⅰ　制度の普及促進

1　介護サービス情報の公表

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき、利用者が介護サービスや事

業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県及び政令市が提供する

仕組みです。毎年、介護サービス事業所・施設から県に報告される介護サービス情報

が全国で一元化されたホームページで公表され、利用したい地域のサービスの内容を

確認することができます。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムとの連携により、サービス付き高齢

者向け住宅の入居者が、周辺にある介護サービス事業所等を分かりやすく確認できる

機能や、空き情報（定員に対する空き数）を公表・更新した介護サービス事業所等を

検索結果の上位に表示する機能などの付加により利便性の向上が図られており、介護

サービス情報の公表制度がより一層活用されるよう、市町村と連携して制度の周知を

図るとともに、事業者に対し積極的な情報の公表・更新を働きかけ、最新かつ充実し

た情報の提供に努めます。【図表 6 - 1 】

2　広報・啓発

県は、保険者である市町村と連携して、様々な機会を通じて、広く県民に対し、介

護保険制度の基本理念やサービス内容などについて周知を図りながら、制度の円滑な

運営を目指します。



− 88 −

【図表6-１】

県の検索サイトのURL:https://www.pref.okayama.jp/page/571279.html
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Ⅱ　公正・円滑な運営と相談体制

1　要支援・要介護認定の適正化

保険給付の前提となる要支援・要介護認定は、全国一律の基準により行われます。

このため、保険者である市町村において実施される認定調査と介護認定審査会におけ

る審査判定が、基準により客観的かつ公平・公正に行われるよう、認定調査員や介護

認定審査会委員等に対する研修会を開催するとともに、保険者ごとの要介護認定デー

タの比較を保険者に情報提供するなどにより、各保険者間の要支援・要介護認定の平

準化を図ります。

2　事業者の指導監督

介護保険制度への信頼性を維持する上で、介護報酬の不正請求や運営基準違反等に

対する厳正な対応が必要です。このため、居宅サービス事業者の増加やサービス付き

高齢者向け住宅等への居宅サービス事業所の併設といったサービス形態の多様化にも

対応した指導監督ができる体制を整備し、市町村による事業者指導と連携しながら、

重点的、効果的な指導監督を実施します。

3　岡山県介護保険審査会

要介護・要支援認定や保険料等に関して不服がある場合は、県に設置された介護保

険審査会に審査請求を行うことができます。要介護・要支援認定に関する審査請求は、

法律の専門家、保健・医療・福祉の学識経験者等で構成される合議体において、要介

護・要支援認定以外の審査請求は、被保険者代表委員、市町村代表委員、公益代表委

員で構成される合議体において、公平・公正な審査が行われています。介護保険審査

会の適正な運営により、不服申立ての制度が円滑に機能し、権利利益の迅速かつ適切

な救済が図られるよう努めます。
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4　相談体制

介護保険制度の利用についての相談は、市町村、岡山県国民健康保険団体連合会、

県が、それぞれの役割を担いながら、重層的に対応します。

⑴　市町村・地域包括支援センター

利用者に最も身近な市町村・地域包括支援センターは、住民の各種相談に幅広く

対応するとともに、必要により介護サービス事業者等の支援につないでいます。こ

のため、市町村・地域包括支援センターにおいて、介護サービス事業者のほか、様々

な機関と十分な連携が図られ、ワンストップの相談対応が行われるよう、技術的な

助言等を行います。

⑵　岡山県国民健康保険団体連合会

岡山県国民健康保険団体連合会は、「介護110番」として、利用者からのサービス

に関する苦情等の相談や不適正な事業者情報等の受付を行っています。このため、

相談への対応等が適切に行われるよう、技術的な助言等を行います。

⑶　県

市町村や岡山県国民健康保険団体連合会と連携を図りながら、介護保険制度に関

する相談に対応します。
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Ⅲ　介護給付の適正化（第 5期介護給付適正化計画）

後期高齢者の増加に伴い、今後も介護サービスの利用者の増加が見込まれる中で、利

用者が真に必要とする過不足のないサービスの提供と限られた資源・財源の適切で効率

的な活用との両立が求められています。このため、市町村（保険者）における保険給付

が適正に行われ、制度が安定的に運営できるよう、県は、介護報酬の審査業務を担う岡

山県国民健康保険団体連合会と連携しながら、市町村の介護給付適正化の取組を支援し

ます。

1　市町村職員の知識・技術の習得支援

介護給付適正化は、市町村が保険者機能を発揮して積極的に取り組むべきものです。

その一方で、適正化事業の実施に当たっては、市町村職員の保険給付の仕組みや給付

データの分析等に関する知識が一定程度の水準まで達していることが必要となりま

す。

県は、地域包括ケア「見える化」システムを活用して保険者ごとの給付の特徴や適

正化事業に必要な着眼点等を学ぶ研修会の開催や、介護保険業務の経験の浅い職員と

ベテラン職員が市町村を超えて意見交換する機会を設けることなどにより、市町村職

員の知識・技術の習得を支援します。

2　適正化主要 5事業の推進

介護給付適正化の効果の高いものとして、国の介護給付適正化指針に定められてい

る主要 5事業のうち、ケアプラン点検及び縦覧点検・医療情報との突合は、給付費の

適正化に直結しています。縦覧点検・医療情報との突合については、ほとんどの市町

村が、岡山県国民健康保険団体連合会に委託することにより、介護報酬の審査過程に

おけるチェックが効率的・効果的に行われています。

県は、全ての市町村で主要 5事業が実施されるよう、研修会等を通じて市町村を支

援するとともに、特に、ケアプラン点検の効率的・効果的実施方法の普及を重点的取

組と位置付けて、市町村支援を行います。【図表 6 - 2 】【図表 6 - 3 】【図表 6 - 4 】
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【図表6-2】適正化主要5事業

【図表6-3】適正化主要5事業の取組状況

主要 5事業の実施状況

平成30(2018)年度 令和元(2019)年度

実施状況

(市町村)

実施率

(％)

過誤件数

（件）

効果額

(千円)

実施状況

(市町村)

実施率

(％)

過誤件数

（件）

効果額

(千円)

1 　要介護認定の適正化 27 100 27 100

2 　ケアプラン点検 27 100 22 697 27 100 87 540

3 　住宅改修・福祉用具実態調査 27 100 27 100

4 　縦覧点検・医療情報との突合 26 96 1,789 55,879 26 96 2,112 63,265

5 　介護給付費通知 27 100 27 100

資料：介護給付適正化実施状況調査等

【図表6-4】ケアプラン点検の状況

ケアプラン全数に占める点検数
の割合(％)

平成30(2018)年度
(市町村)

令和元(2019)年度
（市町村）

0 0 0

～ 0.5未満 11 12

0.5以上 ～ 1.0未満 5 4

1.0以上 ～ 1.5未満 4 3

1.5以上 ～ 2.0未満 1 2

2.0以上 ～ 2.5未満 1 1

2.5以上 ～ 3.0未満 1 1

3.0以上 ～ 3.5未満 1 1

3.5以上 ～ 4.0未満 0 0

4.0以上 ～ 3 3

資料：介護給付適正化実施状況調査
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3　ケアプラン点検の効率的・効果的実施方法の普及

ケアプラン点検については、全ての市町村で実施されていますが、ケアプラン全数

に占める点検数の割合は低い状況となっています。

ケアプランは、利用者ごとの居宅サービスの種類と量を決めるものであり、本県の

年間給付費1,713億円の48.2％が居宅サービス費（注 1）であることを踏まえると、

ケアプランに組み込まれたサービスが、利用者の状態に見合った真に必要なものと

なっているかを点検し、介護支援専門員に対し、適切なケアプランの作成を促すこと

は、給付の適正化につながります。

このため、市町村が、効率的・効果的にケアプラン点検を実施し、給付の適正化に

結び付けることができるよう、岡山県国民健康保険団体連合会の協力の下、介護給付

適正化システム及びケアプランを分析するためのシステムの活用により、点検の必要

性の高いケアプランの抽出方法を普及します。

また、県民局単位で、市町村職員に対し、実践形式のケアプラン点検演習を実施す

るとともに、不適切な可能性の高いケアプランについて、岡山県介護支援専門員協会

の協力の下、ケアプラン点検アドバイザーを派遣して、市町村が行う介護支援専門員

の対面指導を支援します。【図表 6 - 5 】

【図表6-5】市町村のケアプラン点検の支援

4　適正化事業と事業者指導監督との連携

ケアプラン点検から浮かび上がった不適切な事例などの情報は、県及び市町村の事

業者指導監督部門と共有し、事業者指導に活用する等、適正化事業と事業者指導監督

機能の連携を進めます。
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目標指標

指 標 名
現 状

令和元(2019)年度
目 標

令和 5 (2023)年度末

適正化主要 5事業全てを実施
している市町村数

26市町村 27市町村

ケアプラン点検アドバイザー
を派遣する市町村数

8市町村 12市町村

注 1：令和 2（2020）年度給付費（見込み）総額から施設系サービス費36.6％、居住系サービス

15.2％を除いた額の給付費総額に占める割合　53ページ参照
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計画の目標指標（再掲）


